
　　　令和８年度弘前市私道等整備事業費補助金交付要綱 

　（趣旨） 

第１条　市は、市内の私道等の整備を促進し、もって市民の生活環境の向上を図るために、令

和８年度予算の範囲内において、弘前市私道等整備事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付については、弘前市補助金等交付規則（平成１８年弘

前市規則第５７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところ

による。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

　(1) 道路　一般交通の用に供する道をいう。 

(2) 私道　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条各号のいずれかに掲げる道路以外の

道路であって、個人又は法人（市を除く。）が所有し、又は管理するものをいう。 

　(3) 法定外道路　弘前市法定外公共物管理条例（平成１８年弘前市条例第１５６号）第２条

の法定外公共物に存する道路をいう。 

　(4) 私道等　私道及び法定外道路をいう。 

　(5) 整備　次に掲げるものをいう。 

　　ア　舗装又は舗装に伴い必要となる側溝等の施工 

　　イ　交通安全施設（道路反射鏡等）の設置 

　(6) 補助事業　次条に規定する補助対象基準を満たした私道等において整備を行う事業をい

う。 

（補助対象基準） 

第３条　補助金の交付の対象となる私道等は、次の各号に掲げる要件を全て備えているものと

する。ただし、前条第５号イに規定する整備を行う場合については、この限りでない。 

　(1) 延長が１０メートル以上であること。 

　(2) 幅員が概ね４メートル以上であること。ただし、建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第４２条第２項に該当する道路にあっては、この限りでない。 

　(3) 私道等の沿線に３以上の住戸又は事務所等が存すること。 

　(4) 私道等の両端又は一端が、道路法第３条各号のいずれかに掲げる道路であって舗装され

ているものに接続していること。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道等は、補助金の交付の対象

としない。 

　(1) １年以内に掘削等を行う計画があるもの 

　(2) 整備を行うことについて、私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者（以下「権利

者」という。）の同意を得ていないもの 

　(3) 敷地内に法令に違反している建物等があるもの 

　(4) 過去１０年以内に、弘前市私道等整備要綱（平成１８年弘前市告示第３９号）の規定に

基づき整備を行ったもの又は本補助金を用いて整備を行ったもの 

　（補助事業者） 

第４条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のいずれ



かに掲げるものとする。 

　(1) 私道等の所有者 

　(2) 私道等の沿線に居住する者 

　(3) 私道等の沿線の土地の所有者 

　(4) 私道等が存する地域において組織されている町会等 

（整備後の私道等の構造） 

第５条　第２条第５号アに規定する整備を行う私道等は、整備後、別図に示した構造を有して

いなければならない。ただし、市の承認を得た場合はこの限りでない。 

　（補助対象経費） 

第６条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業者が

補助事業を実施するために必要な経費のうち工事請負費とする。 

　（補助金の額） 

第７条　補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額に１０分の７を乗じて得た額

（当該得た額に１，０００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）以内の

額とする。 

　(1) 次条第２項第７号の見積書に記載された見積額（消費税及び地方消費税を含む。） 

　(2) 市長が別図又は別に定める基準により積算した額 

　（交付申請） 

第８条　規則第３条の補助金等交付申請書は、令和８年度弘前市私道等整備事業費補助金交付

申請書（様式第１号）とする。 

２　前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

　(1) 事業計画書（様式第２号） 

　(2) 収支予算書（様式第３号） 

　(3) 沿線住民等名簿（様式第４号） 

　(4) 権利者の承諾書（様式第５号） 

　(5) 公図の写し、全部事項証明書（土地）及び位置図 

　(6) 設計図書（平面図、標準横断図等） 

　(7) 見積書（２者以上から徴取したものであって、内訳が分かるもの） 

３　前項の規定にかかわらず、弘前市私道等整備要綱の規定に基づき、申請者名簿兼委任状及

び権利者の承諾書を市長に提出している場合であって、当該内容に変更がないときは、前項

第３号及び第４号に規定する書類の提出を省略することができる。 

４　市長は、第２項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

　（交付の条件） 

第９条　次に掲げる条件は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第５条の規定に

より付された条件とする。 

　(1) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ令和８年度弘前市私道等整備事業費補助

金事業変更承認申請書（様式第６号）を市長に提出して、その承認を受けること。ただ

し、軽微な変更については、この限りでない。 

　(2) 補助事業を行うために工事の施工をする場合は、市が定める当該年度における競争入札

参加資格者名簿に記載の市内業者（市内に本店を有する者に限る。）のうち、当該工事の



施工に必要な建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けたものに

発注するものとする。 

　(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ令和８年度弘前市私道等整備事業

費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出して、その承認を受け

ること。 

　(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

　(5) 補助事業を行うにあたって、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７７条第１項

の許可が必要となる場合は、工事請負業者に当該許可を受けさせること。 

　(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理す

るとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。 

　（交付決定） 

第１０条　規則第６条の補助金等交付決定通知書は、令和８年度弘前市私道等整備事業費補助

金申請結果通知書（様式第８号）とする。 

２　前項の規定により交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業開始前に次に掲げる書

類を提出しなければならない。 

　(1) 材料承認願 

　(2) 弘前市法定外公共物管理条例施行規則（以下「施行規則」という。）第２条第１項第２

号に規定する弘前市法定外公共物維持工事許可申請（協議）書（法定外道路において第２

条第５号アに規定する整備を行う場合に限る。） 

　(3) 施行規則第２条第１項第１号に規定する弘前市法定外公共物占用許可申請（協議）書

（法定外道路において第２条第５号イに規定する整備を行う場合に限る。） 

３　市長は、前条第１号の承認をしたときは、令和８年度弘前市私道等整備事業費補助金変更

交付決定通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 

　（申請の取下げ） 

第１１条　規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日として市長が

定める日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日から起算して１４日を経過した日と

する。 

　（決定の取消し） 

第１２条　市長は、規則第８条第１項又は規則第１５条第１項の規定により補助金の交付の決

定の全部または一部を取り消したときは、令和８年度弘前市私道等整備事業費補助金交付決

定取消通知書（様式第１０号）により当該申請者に通知するものとする。 

　（実績報告） 

第１３条　規則第１２条の補助事業等実績報告書は、令和８年度弘前市私道等整備事業費補助

金事業完了（廃止）実績報告書（様式第１１号）とする。 

２　前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

　(1) 事業実績書（様式第１２号） 

　(2) 収支決算書（様式第１３号） 

　(3) 工事請負契約書の写し 

　(4) 請求書（内訳が分かるもの）の写し 



　(5) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し 

　(6) 出来形管理図、工事完成図面、品質管理表、工事写真 

３　市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

４　第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日（第９条第３号の規定により補助事

業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又

は令和９年２月２６日のいずれか早い日とする。 

　（補助金の額の確定通知） 

第１４条　規則第１３条の補助金等交付額確定通知書は、令和８年度弘前市私道等整備事業費

補助金交付額確定通知書（様式第１４号）とする。 

　（財産の管理及び処分） 

第１５条　補助事業者は、補助事業を実施した私道等（補助事業により設置した交通安全施設

を含む。以下この条において同じ。）についての台帳を設け、その管理状況を明らかにして

おかなければならない。 

２　規則第２０条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められた当該私道等の耐用年数を経過するまでの期間

とする。 

　（補助金の請求等） 

第１６条　補助金の請求は、令和８年度弘前市私道等整備事業費補助金請求書（様式第１５

号）を市長に提出して行うものとする。 

２　補助金は、前項の請求書が提出された日から起算して３０日以内に口座振込により交付す

る。 

３　補助金は、概算払により交付することができる。この場合において、補助金の請求は、第

１項に規定する書類を市長に提出して行うものとし、その際の請求額は、規則第４条第１項

の規定により交付決定された補助金の額に１０分の４を乗じて得た額（当該得た額に１円未

満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）を上限とする。 

　（帳簿等の保管） 

第１７条　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の費用の収支の内容を証する書類並び

に補助事業の実績を証する書類を、補助事業完了後１０年間保管しなければならない。 

　　　附　則 

　この要綱は、告示の日から施行する。 

 



別図（第５条関係） 
 道路標準断面図 
 
 
1 舗装のみ整備する場合 
 
(1)舗装＋路盤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2)舗装＋不陸整正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
２ 舗装と側溝を整備する場合 
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表 層 ： ⑤再生密粒度As(13F) t= 4㎝

上層路盤 ： 切込砕石(C-20) t=10㎝

下層路盤 ： 再生砕石(RC-40) t=20㎝

4m

1.5% 1.5%

表 層 ： ⑤再生密粒度As(13F) t= 4㎝

4m

不陸整正 ： 補充材（切込砕石(C-20)）
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標準型Ｕ型側溝 240型又は
落蓋式Ｕ型側溝 240型
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再生砕石(RC-40)


